
 

○仙台市空家等の適切な管理に関する条例等の施行に関する規則 

平成二六年三月二七日 

仙台市規則第三三号 

（趣旨） 

第一条 この規則は、仙台市空き家等の適正管理に関する条例（平成二十五年仙台市条例

第五十七号。以下「条例」という。）及び空家等対策の推進に関する特別措置法（平成

二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（平二七、五・改正） 

（身分証明書） 

第二条 法第九条第四項に規定する身分を示す証明書は、別記様式による。 

（平二七、五・改正） 

（公表） 

第三条 条例第六条第一項の規定による公表は、市役所の掲示場への掲示、インターネッ

トの利用その他市長が適当と認める方法により行うものとする。 

（平二七、五・改正） 

（実施細目） 

第四条 この規則の実施細目は、市民局長が定める。 

附 則 

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。 

附 則（平二七、五・改正） 

この規則は、平成二十七年五月二十六日から施行する。 

附 則（平三一、三・改正）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(令五、一二・改正) 

この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。 



 

 

 

 

別記様式（第二条関係） 

（平二七、五・全改、平三一、三・改正・令五、一二・改正） 

 


